
※申出どおりにウェブ会議システム等の利用が必ず認められるというわけではありません。
令和　　年（家　）第　　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]神戸家庭裁判所　　　　支部・出張所　　　御中
「ウェブ会議システム等利用の申出書」兼「利用にあたっての同意書」
１　ウェブ会議システム等利用の申出書
（１）本件に関し、次の理由により、ウェブ会議システム等を利用したいので申し出ます。なお、ウェブ会議が実施できない場合は、電話会議でも構いません。
· 遠隔地に居住しているため、手続実施裁判所に出頭することが困難である。
· その他相当な理由がある（具体的には次のとおり）
□　身体上の理由（具体的には、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　育児のため　　□　介護のため
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（２）期日における接続場所（接続先）は、次のとおりです（いずれか１つ選択してください。）。
　　□　手続代理人弁護士事務所にいるので、
　　　　電話番号 [　　　 －　　 　　－　　　　　] に電話をし、接続してください。
□　自宅（□申立書記載のとおり、□その他　　　　　　　　　　　　　　　　）
にいるので、
□ 「調停（審判）の進行に関する連絡メモ」記載の電話番号
　□　電話番号 [　　　 －　　 　　－　　　　　] 
に電話をし、接続してください。
２　「利用にあたっての同意書」
　ウェブ会議システム等の利用にあたり、次の事項を理解し、守ることを約束します。
①　期日開始時刻には、上記１（２）でチェックした場所にいること。
②　上記１（２）でチェックした場所（ウェブ会議を行う部屋）に第三者を入れないこと（特に、自宅で行う場合には、部屋の扉を施錠するなど家族や第三者を同席させないこと。）。
③　期日でのやりとりを録音したり、インターネットで配信したりするなどの非公開性を害する行為をしないこと。
④　窓を閉めるなど周囲にウェブ会議でのやりとりが聞こえないようにすること。
⑤　手続の進行状況により、手続実施裁判所への出頭が必要となること。
⑥　インターネットに接続できる機器（以下のいずれか）準備可
○パソコン：Windows/Mac/Linux/Unix/Solaris
○モバイル端末：Android/iOS/Windows
※音声出力用のスピーカーや音声入力用のマイク、映像を撮影するカメラは、使用す
るパソコンやモバイル端末に備わっているときは、別途用意する必要はありません。
　　⑦　電子メールアドレスの届出可
　　⑧　Webex　Meetingsアプリのインストールを行うなど、必要な事前準備に協力し
ます。
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